
2008年3月21日  

少子化対策特別部会ヒアリング  

利用者から見た保育サービスの現状と課題  

1 「量拡大」の時代の検証（参考資料1参照）  

・量の拡大は、まだ十分ではないが、地域によってはかなり改善している。  

就労家庭は一時期よりも入園しやすくなったと実感している。 なお、育児休  

業制度の普及により、待機児のピークは1歳児クラスになっている。  

・都市部の一部では、量拡大が潜在ニーズの掘り起こしとなり、今も需要拡  

大が著しい地域があり、、国及び自治体の頑張りが求められる。  

【保育士の非正規化】保護者には見えにくいが、質に影響を及ぼす大きな変  

化。短時間保育士の規制緩和は、規制緩和の「教科書どおり」の施策であっ  

たと思われるが、現場に即していない（参考資料2参照）。延長保育その他  

の多様なサービスのための短時間保育士の導入は、現場ではすでに行われて  

いたにもかかわらず、規制緩和でクラス担任に短時間保育士を導入したこと  

により、クラス担任の職務に対する軽視が起こった恐れがある。現在、クラ  

ス担任の非正規雇用化（常勤）が進んでおり、正規が園長と主任だけで、他  

はすべて派遣保育士という町立保育園もあった。  

【公立運営費の一般財源化の影響】  

①コスト削減による保育十の非正規化、保育材料費の削減、保育料の値上   

げ、民営化などの原因や理由になっている。（参考資料3）  

②小規模な自治体ほど保育予算の確保が困難になる減少が起こり、保育の   

地方格差が拡大する方向になっている。（参考資料4）  

⇒ 公立保育所の運営費は一般財源になったが、自治体（首長や議会）に  

「地域で子どもを育む」という思想がなければ、削減されるだけの運命に  

ある。国庫負担金は規制ではなく、保育の「下支え」であった。  

【保育の多様化における質の担保の不安：認証保育所】  

①東京都の認証保育所は玉石混交であるが、保育士の労働条件はきびしく、   

人材の定着や育成が困難になっている。（参考資料5）  

②所得による保育料の軽減がないため、低中間所得層には利用しにくい   



（参考資料6）。   

③東京都は駅ビルに誘導しているが、駅前の雑居ビルの保育の場合、  

・恵があかず通風がない、自然を感じにくい環境が多い。  

・子どもの健やかな心身の発達のためには、ビルの中に長時間閉じこめる   

のではなく、積極的に戸外活動を行っていく必要があるが、どの程度で   

きているのか。園庭がないことも認可に転園する大きな理由。  

・駅前のテナント料は高く、保育にかけるコストを圧迫する。   

などが課題になっていると考えられる。  

④認証保育所の補助金および保育料は「売上」となり、都はその使い道に   

関知していない。認証保育所が激増した一番の理由はこの点にあると思   

われる。  

【保育の多様化における質の担保の不安：認定こども園】  

①保育所基準から見れば、規制緩和（基準引き下げ）になっている部分も   

あり、就労家庭からは、子どもが長時間生活をするために必要な要素が   

確保されるのかが心配される。  

②地域格差、園格差が広がる懸念。東京都では、国の補助基準に当たらな   

い部分に独自に補助金を上乗せするなどの施策が行われているが、たと   

えば、他の地域では、幼稚園型の3歳未満児は「認可外保育」（補助金な   

し）になるが、保護者からは見分けがつかないことについて、どう考え   

るのか。兵庫県では、「特定認可外保育施設」という名称を設けてこれを   

認定こども園として認可しようとしているが、この施設には公的な補助   

金は全く入らないことになってン、る。現状、認定こども園は「看板」だ   

けで、その内容について保護者や子どもに一定の何かを保障するもので   

はない。  

③保育料やなんらかの困難をかかえている子どもや家庭の受け入れにつ   

いては、自治体や園の裁量に任される部分が多い。認可保育園が認定こ   

ども圃に転向していく場合は、地域の福祉的ニーズの受け皿が減ること   

にならないようにしなくてはならない。  

2 子どもと家庭のニーズ  

（○ひとり親家庭の増加、非正規雇用の増加、所得格差が広がる社会  
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⇒生活防衛のために親が働く時代、共働き一般化社会の生活基盤となる保   

育は切実に必要とされている。（保育はライフライン）  

⇒保育料や困難家庭の入園などについて、 子どもの平等、セーフティネッ  

トのあり方を配慮した制度を維持する必要性がある。  

O「子どものことがわからない」「子どもが育ちにくい」時代   

⇒子どもモデル、子育てモデルが少なく、親に子どもの育つ姿、発達ニー  

ズが見えにくい。子どもと大人のかかわり、子ども同士のかかわりが乏  

しくなっている。子育て困難は、生活スタイルや地域の変化によっても  

たらされており、失われた機能は、社会が補っていかなくてはならない。   

⇒虐待、子どもの多様な育ち（発達障害、アレルギー、多国籍）への対応  

が求められている。   

⇒子どもの最善の利益の追求をミッションとし（公共性をもち）、保育（就  

学前教育を含む）に関する専門性を有する保育所等の支援が求められる。  

○競争社会のきびしさにさらされる親の労働を支える   

⇒延長保育、病後児保育、休日保育など、地域のニーズに対応する必要が  

ある（一方で、これらは労働＜＝働き方＞の問題、および父親の分担の  

問題と表裏であることに着目する必要がある。ワーク・ライフ・バラン  

スの促進は、親と子どもの満足をふやし、保育コスト増大を抑制する効  

果が期待できる）   

⇒長時間保育では、子どもや家庭に対して、保育所のよりこまやかなサポ  

ートが必要とされている。   

⇒非正規雇用が激増している。 非正規雇用者の結婚・出産・子育てはより  

困難であり、また、非正規雇用の増加が正規雇用者の労働も過重にして  

いる。 労働制度のあり方も検証を。  

3 保育サービスの課題  

（⊃保育の質を向上するための体制  

⇒保育士の人材の定着  と育成。  コスト削減により保育士の雇用条件が悪く  

なれば、人材確保や定着が困難になるのは労働市場の原理として自明。   



保育士の非正規化は痛手（介護の世界では、待遇の悪さ・労働過重が知   

られるようになって不人気になり、養成課程の廃止が始まっている）。ま   

た、役割の深化・拡大に見合った人材育成が求められるが、研修や日々   

の保育の振り返りの時間もとれない多忙な状況も見られ、改善を要する。  

⇒昼富士の配置を適正に。11時間開所・週5日稼働を基準とするのであれ   

ば、それに見合った職員配置をする必要がある。また、幼児に対する保   

育士配置は先進諸国と比べ、非常に手薄。保育所保育指針に求められて   

いる保育をどのように実現できるかを、現場に即して考えるべき。看護   

師の配置は、長年の保護者の希望でもある。  

⇒適亘規模の保育を。規制緩和による定員超過受け入れは、子どもの生活   

環境に直接的に影響しているはずであり、「喧騒になっている」「かみつ   

きがふえている」などの声もある。受け入れ拡大、統廃合による大規模   

化が進む傾向があるが、子どもの保育環境や保護者同士のつながりを考   

えると、中小規模の施設のほうがよい保育をしやすいことは明らか。地   

域に中小規模の保育がむらなく点在することによって、子育ての安心感   

を高め、子育て支援の目を届きやすくすることもできる。保育ママと小   

規模認可の中間の、良質な小規模保育を支援することも視野に入れたい。  

⇒週剋緩和の検証を。公立の一般財源化の影響の精査、認定こども園の制   

度の検証を。（前述参照）  

⇒透盟性を高める。  

・第三者評価は、保育現場の自己改革には役立っているが、「保護者の選   

択に資する」機能は、いまだゼロであるといってよく、課題が山積して   

いる（参考資料7）。  

・指導監査および認可業務についても透明性を高める。地域に志も質も   

高い認可外事業者と、意欲がなく問題がある認可事業者があった場合に   

入れ替わりが可能なシステムを、現行制度の中で工夫したい。  

○保護者支援や福祉的ニーズから求められること  

⇒保育園と保護者の関係を  再構築。子育てにきびしい時代、「ともに子ども  

を育てる」保育園と保護者のパートナーシップを強化することが必要。  

（保育所がサービスを売る、保護者が買うという関係ではない）。例．10  

暗まで開所する保育園で、延長保育利用家庭の保護者会を定期的に開き  
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（参加は強制ではない）、延長保育のあり方や家庭生活について話し合い、  

連携を強める試みをしたところ、全体に延長保育利用が短くなった（子  

どものためにどうしたらよいか、をともに考えることの重要性）  

さまざまな困難をかかえる保護者、子どもを支える   ⇒ソーシャルワーク。  

ために、保育園がソーシャルワーク機能をもつことが求められている。   

話を聞き、状況を見極め、必要な支援を見立てて、保育園の支援もしく   

は園外の機関や人材の支援につなぐ。このような機能を果たすためには、   

保育士等の知識、技術、経験の積み重ね、判断力の育成が必要となる。  

⇒埋宜左抑）もつ特性にこそニーズが集中していることに着眼  

・所得に応じた保育料により安心して利用できる。  

・市町村の責任により行われる事業だからこそ、さまざまな福祉的ニー   

ズへの対応が可能となっている。  

・「養護と教育が一体となった保育」つまり生活の場だからこそできるさ   

まざまな教育の機能をもっており、現代の子どもの育ちに不足しがちな   

環境が整えられている。その質を高め、受け皿を広げることが重要。  

＜市場の契約関係＞  
お金  

保護者  事業者（保育園）  
；ト・＝」てr」山▼＿こ一二ヽ貫mてこ▲Wエコlニ∴「∴．つ，  

ニーズヘの対応  

（サービス）  

＜次世代を社会で育てるしくみ＞  

1 ．保儲■t一㌻l  

事業者（保育園）   
▼二∴∴：－二▲∴丁．ニ’∴ト一 ■」一．∴  ■：l∴芯‥■‾∴∴‾  

ニーズヘの対応   

（サービス）  
地域  



《参考資料1》  

年蓑：保育制度の変遷・規制緩和  

1995年 ●エンゼルプラン（低年齢児保育，延長保育，病後児保育，学童保育などの充  

実）が5ヵ年計画でスタート  

1997年 ●横浜市の横浜保育室制度がスタート  

●改正児童福祉法が成立．社会福祉基礎構造改革中間まとめ  

●文部省，幼稚園の預かり保育の助成制度を創設  

1998年 ●児童福祉法改正．措置から利用へ．認可保育園の0歳児保育の一般化が謳  

われる．学童保育（放課後児童健全育成事業）が法制化される  

●認可保育園の短時間保育士の定数への導入（定数の2割まで）  

●認可保育園の入所定員の弾力化（育休復職老の上の子の再入園，兄弟同園入  

園の場合に限って，定員を25％まで上回って受け入れてもよい）  

●認可保育園の調理の業務委託が可となる  

●文部省・厚生省から「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針」と  

いう通知が出され 幼保の一体的運営への道が開かれる  

●『厚生自書 少子社会を考える』発行．仕事と子育てが両立できる社会シ  

ステムの必要性を述べつつ，保育サービスを効率よく柔軟に提供する必要が  

あるとして公立保育園の民営化にもふれる  

1999年 ●「保育所保育指針」9年ぶりに改訂（11月，多様な楼能，子育ての相談・助  

言も保育園の業務に）  

2000年 ●新エンゼルプランが5ヵ年計画でスタート  

●認可保育園への企業等の民間参入を認める規制緩和（従来，社会福祉法人の  

みに認められていた認可保＝育園の経営を企業・NPOその他にも認める）  

●認可保育園の土地・建物自己所有の規制がはずれ 賃貸施設も可とな卑  

●認可保育園の「30人以上」定員の規制がはずれ，「20人以上」となる  

●児童福祉法改正．認可保育園に苦情解決のしくみを設ける義務  

2001年 ●認可保育園について，園庭は近くの公園を代わりにしてもよい，さらなる  

入所定員の弾力化（125％，年度後半は制限なし）などの通知が出される  

●児童福祉法改正を公布（一部施行）．認可外保育施設の届け出制・指導強化，  

市町村財産の貸付等保育所整備のための促進策， 

資格化，保護者の指導も職務に．公布後2年以内に施行）等  

●東京都の認証保育所制度がスタート（5月）  

2002年 ●認可保育園の短時間保育士の割合ほ制限なし（ 

以上等の条件），分園の民間委託を可とする通知（5月）  

●「福祉サー 

2003年 ●調理室の防火構造の基準，惑難路基準を緩和（1月施行）  

●公立保育園の国庫負担金一般財源化（12月決定，2004年度より）  

2004年 ●施設整備費の一般財源化  

●「福祉サービス第三者評価ガイドライン（保育所）」（社会援護局）発表  

2006年 ●認定こども園制度スタート（5月法案成立，10月施行）  

出典：「変わる保育園」普光院亜紀 2007年9月岩波書店  

占、   



《参考資料2》  

〈仕事内容〉  〈雇用状況〉  

（注）ここでの【常勤】は「1日6時間以上かつ週20日以上勤務」，【非常勤】は「1日6時間未満ま  

たは週20日未満勤務」と定義している（2002年通知における厚生労働省の見解）．太線・細線は各地  

でよく見られる配置で，太線は妥当性があると考えられる配置，点線は本文で問題にしている非正  
規のクラス担任．  

保育士の仕事内容と雇用形態  

出典＝「変わる保育園」普光院亜紀 2007年9月岩波書店  
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《参考資料3》  
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（資料）全国社会福祉協議会・全国保育協議会『市町村保育行政及び公立保育所の運営に係る実態調  

査』（2005年）より．  

一般財源化による影響（公立保育園園長1349人の回答）  

出典：「変わる保育園」普光院亜紀 2007年9月岩波書店  
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《参考資料4》  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

1万人未満  

（50（う市町村）  

1万人以上～3万人未満  

（363市町村）   

3万人以上～5万人未満  

（155市町村）  

5万人以上～10万人未満  

（149市町村）  

10万人以上～30万人未満  
（119市町村）  

30万人以上  

（56市町村）  

■ 増加する見込み  田概ね変わらない見込み  

団 減少する見込み  □ 無回答（市町村の所管課の回答）  

（資料）全国社会福祉協議会■全国保育協議会『市町村保育行政及び公立保育所の運営に係る実態調  

査』（2005年）より．  

自治休規模別の保育所運営費（平成17年度予算見込み額）の動向  
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《参考資料5》   

実際に認証保育所で働く職員の平均月収については、「12万～15万円」が最も多く、次  

の「15万へノ18万円」を合わせて、全体の約半数になります。   

保育従事職員には非常勤職員が34．0％含まれている（36ページ参照）ということが、  

給与水準に反映していると考えられます。  

※ 認証保育所従事者アンケートから  

出典：東京都認証保育所実態調査 東京都 平成16年7月  

／β   



《参考資料6》  

認証保育所の平均保育料（月220時間保育＝11時間保育を20日間）  

0歳  1歳   2歳  3歳  4歳  5歳   

A塑平均（円）  65，300  63，100  62，400  59，500  58，700  58，600   

Ⅰミ型平均（円）  56，900  56，100  55，600   ／   ／  

認可保育園と認証保育所の保育料比較（月20日間として）  

A家1歳児  B家1歳児  C家1歳児  B’家1歳児と5歳児   

享税額   3．9万円   35万円   76万円   32万円   

ぎ園（公私立）  
15，400円  35，700円  53，700円   

時間まで同額）  
38，520円   

E保育所  

時間）   49，350円  84，000円  

70，350円  126，000円  

（うち延長料21，000円）  （うち延長料42，000円）   

★都内のある区の認可保育園保育料基準と，その区に実在する認証保育所の保育料の試算  

★3つのランクの世帯年収について，基本的な控除のみを参入した単純な税額計算をした．モデん  

とした年収は，Aは妻100万円，夫300万円，Bは妻400万円，夫500万円，Cは妻600万円，夫  

800万円  

★東京都は，保育料の軽減割合がもっとも大きい地域であり，他の政令指定都市の認可保育園保育  

料では，Aで5000－1万円，Bでl－2万円，Cで同額－1万円程度高くなる．ちなみにB’はBと同じ  

年収の家庭で子どもが2人になった場合で計算している  

出典：「変わる保育園」普光院亜紀 200了年9月岩波書店  

／／   



《参考資料7》  

て
お
り
、
施
設
に
と
っ
て
も
、
保
護
者
や
子
ど
も
に
と
っ
て
も
、
実
用
性
の
薄
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

特
に
、
④
に
書
い
た
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
東
京
都
の
評
価
項
目
で
は
、
実
際
に
子
ど
も
が
受
け
る
サ
占
ス
 
 

に
直
結
し
た
内
容
や
、
保
育
所
保
育
指
針
に
眼
差
し
た
内
容
が
薄
い
点
が
残
念
で
す
。
 
 

是
、
②
の
評
価
機
関
の
力
量
の
問
題
。
評
価
員
は
、
評
価
に
あ
た
っ
て
現
場
を
し
っ
か
り
見
て
▼
い
る
の
か
ど
 
 

う
か
、
利
用
者
（
子
ど
も
）
の
視
点
に
立
っ
た
評
価
が
で
き
て
い
る
か
、
そ
の
資
等
理
念
を
備
え
て
い
る
の
か
ど
 
 

う
か
が
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
Q
施
設
を
訪
問
し
、
事
務
室
で
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
記
録
が
そ
ろ
っ
て
い
る
か
チ
ェ
 
 

ッ
ク
し
、
施
設
長
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
だ
け
で
は
、
保
育
の
質
は
測
れ
ま
せ
ん
。
 
 

是
、
評
価
機
関
と
し
て
は
、
他
の
評
価
機
関
と
顧
客
（
施
設
）
苦
り
あ
う
競
争
に
な
る
た
め
、
ど
う
し
て
も
 
 

評
価
が
甘
く
な
る
傾
向
が
あ
り
与
。
特
に
、
評
価
習
が
抽
象
的
で
大
く
く
り
な
評
価
や
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
記
 
 

録
の
石
蟹
見
る
だ
け
の
項
目
が
中
心
の
評
価
で
は
、
施
設
側
の
形
式
的
芋
準
備
に
よ
っ
て
最
高
評
価
を
得
や
 
 

す
い
と
い
う
欠
点
が
あ
り
与
。
中
に
は
、
施
設
長
が
語
っ
た
P
R
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
評
価
コ
メ
ン
ト
も
 
 

見
ら
れ
、
第
三
者
評
価
機
関
と
し
て
の
理
念
が
疑
わ
れ
ま
す
。
 
 

改
善
点
と
し
て
は
、
 
 

①
聖
者
評
価
以
前
に
、
法
令
そ
の
他
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
チ
ェ
ッ
ク
す
る
指
導
監
査
を
、
ど
 
 

こ
の
自
治
休
で
も
き
ち
ん
と
実
施
し
、
公
表
も
す
る
こ
と
。
 
 

②
聖
者
評
価
で
は
、
指
導
監
査
と
重
な
る
よ
う
な
運
営
関
係
項
目
を
減
ら
し
、
評
価
を
ス
リ
ム
化
し
て
受
審
 
 

料
を
低
く
設
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
か
つ
、
「
子
ど
も
に
と
っ
て
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
」
（
筈
驚
も
含
め
）
 
 

第
三
者
評
価
と
保
育
の
質
 
 
 

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
認
可
保
育
園
や
そ
の
他
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
 
 

保
育
の
中
身
の
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
は
、
保
護
者
の
選
択
を
助
け
る
意
味
で
も
、
施
設
自
身
の
質
向
上
の
努
力
 
 

を
促
す
意
味
で
も
、
非
常
に
重
要
で
す
。
 
 
 

保
育
の
質
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
国
が
主
導
し
て
普
及
を
因
っ
て
い
る
第
三
者
評
価
制
度
 
 

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
 
 
 

①
て
い
ね
い
な
評
価
制
度
を
つ
く
る
と
受
審
料
が
高
く
な
る
、
受
審
科
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
理
由
か
ら
制
度
の
 
 

普
及
が
進
ま
な
い
。
 
 
 

②
評
価
機
関
に
力
量
の
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
 
 
 

③
評
価
機
関
が
施
設
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
し
て
と
ら
え
る
関
係
で
は
、
評
価
の
公
正
を
保
つ
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
プ
 
 

（
動
機
づ
け
一
）
が
働
か
な
い
（
さ
ら
に
、
評
価
機
関
が
審
査
対
象
の
施
設
に
人
材
派
遣
や
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
 
 

ビ
ス
な
ど
を
並
行
し
て
行
う
こ
と
の
是
非
）
な
ど
、
構
造
的
な
問
題
が
あ
一
㌔
 
 

④
国
が
二
〇
〇
四
年
に
示
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
ほ
、
運
営
管
理
に
関
す
る
抽
象
的
な
評
価
項
目
が
多
く
な
っ
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本
当
の
「
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を
求
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多
く
の
書
き
込
み
が
あ
り
ま
し
た
。
 
 

給
食
や
遊
び
の
充
実
、
精
力
的
な
園
外
保
育
へ
の
感
謝
の
言
葉
の
ほ
か
に
、
何
人
も
が
書
い
て
い
た
の
が
、
 
 

「
子
ど
も
の
や
る
気
を
大
切
に
し
て
く
れ
る
」
「
家
庭
で
は
つ
い
親
が
や
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
保
育
園
で
は
子
ど
も
 
 

に
じ
っ
く
り
や
ら
せ
て
く
れ
て
い
る
」
「
生
活
習
慣
も
上
手
に
身
に
付
け
さ
せ
て
も
ら
っ
た
」
「
子
ど
も
同
士
の
か
 
 

か
わ
り
を
大
切
に
し
て
い
て
、
ケ
ン
力
も
見
守
っ
て
い
る
」
「
親
と
は
ち
が
う
視
点
で
子
ど
も
の
い
い
と
こ
ろ
を
 
 

見
つ
け
て
は
め
て
く
れ
る
」
な
ど
の
こ
と
で
し
た
。
 
 
 

こ
れ
ほ
、
私
も
感
じ
た
こ
と
で
す
が
、
一
人
ひ
と
り
を
認
め
る
こ
と
、
子
ど
も
の
主
体
性
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
 
 

子
ど
も
同
＋
高
か
か
わ
り
の
中
で
子
ど
も
は
育
つ
こ
と
を
、
保
育
園
は
親
に
伝
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
 
 

気
ぜ
わ
し
い
現
代
の
生
活
で
は
、
大
人
は
な
か
な
か
子
ど
も
の
ペ
ー
ス
で
物
事
を
考
え
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
 
 

ま
た
、
子
ど
も
が
少
な
く
な
り
、
そ
の
発
達
に
つ
い
て
全
体
像
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
子
ど
も
を
 
 

理
解
で
き
な
か
っ
た
り
、
子
育
て
の
ス
ト
レ
ス
が
増
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
言
葉
が
ど
ん
 
 

ど
ん
話
せ
る
よ
う
に
な
る
二
歳
児
期
は
、
周
囲
に
強
い
自
己
主
張
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
実
は
「
や
り
た
 
 

い
こ
と
」
と
「
で
き
る
こ
と
」
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
く
、
か
ん
し
ゃ
く
を
起
こ
し
た
り
、
駄
々
掌
」
ね
た
り
し
て
、
 
 

親
に
と
っ
て
は
苦
痛
な
こ
と
が
多
い
時
期
で
す
。
で
も
、
こ
の
と
き
、
そ
の
不
合
理
さ
こ
そ
が
成
長
の
証
で
あ
り
、
 
 

必
要
な
プ
ロ
セ
ス
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
れ
は
、
親
は
待
つ
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
 
 

保
育
園
で
さ
ま
ざ
ま
な
子
ど
も
た
ち
の
姿
、
保
育
士
の
疲
し
方
や
子
ど
も
観
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
親
は
た
く
さ
 
 

ん
の
情
報
を
え
て
、
自
分
の
「
子
ど
も
観
」
を
修
正
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 
 

保
育
園
が
現
に
く
れ
る
も
の
 
 
 

私
に
と
っ
て
、
保
育
園
と
い
う
場
所
は
、
あ
る
種
の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
て
く
れ
た
場
所
で
し
た
。
 
 
 

保
育
園
を
訪
れ
る
と
、
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
年
長
児
ま
で
、
保
育
士
に
慈
し
ま
れ
な
が
ら
の
び
の
び
ゆ
っ
た
り
と
、
 
 

は
つ
ら
つ
 
 

あ
る
い
は
元
気
い
っ
ぱ
い
澄
刺
と
過
ご
し
て
い
ま
す
。
街
中
で
子
ど
も
が
自
由
に
遊
ぶ
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
今
、
 
 

忘
れ
ら
れ
が
ち
な
子
ど
も
本
来
の
姿
が
保
育
園
に
は
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
を
産
む
以
前
の
私
ほ
「
子
ど
も
が
苦
 
 

手
」
で
、
子
ど
も
を
産
ん
で
か
ら
も
「
子
育
て
が
下
手
」
な
母
親
で
し
た
が
、
保
育
園
に
出
会
い
、
そ
の
「
子
ど
 
 

も
ワ
ー
ル
ド
」
に
（
そ
し
て
、
子
ど
も
と
か
か
わ
る
保
育
士
の
姿
に
）
接
し
て
、
子
ど
も
へ
の
理
解
を
深
め
、
事
え
 
 

ら
れ
な
が
ら
子
育
て
へ
の
「
耐
性
」
を
身
に
付
け
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。
 
 
 

二
〇
〇
二
年
に
実
施
し
た
「
保
育
園
を
考
え
る
親
の
会
」
の
会
員
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、
「
保
育
園
の
保
育
や
子
ど
 
 

も
の
生
活
ぶ
り
を
知
っ
て
学
ん
だ
こ
と
、
勉
強
に
な
っ
た
こ
と
」
を
自
由
に
書
い
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
非
常
に
 
 

を
評
価
で
き
る
評
価
項
目
に
す
る
こ
と
。
 
 
 

③
評
価
機
関
が
、
利
用
者
へ
の
中
立
公
正
な
情
報
提
供
の
た
め
に
努
力
す
る
よ
う
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
働
か
 
 

せ
る
し
く
み
を
つ
く
る
こ
と
。
 
 

④
評
価
そ
の
庵
の
が
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
機
能
を
も
つ
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
評
価
機
関
が
同
じ
施
設
に
評
価
 
 

と
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
行
う
よ
う
な
癒
着
型
の
事
業
展
開
は
禁
止
す
る
こ
と
（
夢
二
老
評
価
と
は
い
え
な
い
）
。
 
 

な
ど
が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
 
 

＼
毎
 
 
 

出典：「変わる保育園」背光院亜紀 200了年9月岩波書店  




